
改 正 後   改 正 前  

その保 育の  民間施設給与等改善費加算額   
所 所在す  

おいて設置又は  
る地域  
区分   定員区分   加算分   

円  
乳  児  

設 置    1，2歳児   
3歳児  

45人  4歳以卜押  
まで  乳  児  158▲旦鎚  旦ヱ1堅廻  過  j⊥⊥望姐  

未設置              軋旦（担  
3380  

4歳以仁脾   

乳  児  

46人  設 置    1，2歳児 3歳児  
から  4歳以卜児   

60人  乳  児  
まで  

未設置    1，2歳児 3歳児  
4歳以卜児   

乳  児  
設 置    1，2歳児   

61人  3歳児  
から  4歳以卜脾   

90人  乳  児  
まで  

未設置    1，2歳児 3歳児  
呈／ユ壬坦  4歳1ユト脾   

出 盛  乳  児  
設 置    1，2歳児   

91人  3歳児  
から  4歳以卜押   

120人  乳  児  
まで  

未設置    1，2歳児 3歳児  
4歳以卜児   

乳  児  
設 置    1，2歳児   

121人  3歳児  
から  4歳以卜児   

150人  乳  児  
まで  未設置    1，2歳児   

3歳児  
4歳以卜脾   

乳  児  
設 置    1，2歳児   

3歳児  
151人  4歳以卜l月．   

以上  乳  児  

未設置  1，2歳児  

3歳児 4歳以ヒ児   

－
∽
の
－
 
 
 



改 正 後   改 正 前  

その 育所の  （第2欄）  

所在す る地域  
区分   

設 置   
保      その保育 所のその 月初日の 定員区分  その保育所の長 がその月初目に おいて設置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  その月初日 の入所児童 の年齢区分   基本分 保育単価 （第1欄）  民間施設給与等改善費加算額                 12．0％ 加算分  10．0％ 加算分  8．0％ 加算分  4．0％ 加算分  

3歳  
45人  4歳以上  児   

まで  乳  呈旦L鮎坦  

未設置  
1，2歳  

3歳 4歳以ヒ  児  

乳  上皇⊥呈呈9  

46人  設 置   1，2歳 3歳  
から  4歳以L  斤  

60人  乳  児  
まで  1．2歳児  

未設置     3歳児  
4歳以ヒ児  

乳  児  
設 置  1．2歳  

61人  3歳  
から  4歳以ヒ  

90人  乳  児  
まで  1，2歳児  

未設置     3歳児  
上土ユ（遁  4歳以仁児  

・謹  乳  児  
1，2歳  

91人  設 置    3歳  
から  4歳以上  

120人  乳  ユ旦呈．旦≧迫  

まで  1，2歳  
未設置    3歳  

4歳以上  斤  

乳  ユ旦乙亘iβ  

設 置   1，2歳   
121人  3歳  
から  4歳以上   

150人  乳 l  

まで  1，2歳l  
未設置    3歳タ  

4歳以上l   

乳  土旦呈⊥ヱ旦9  

設 置  1，2歳  
3歳  

151人  4歳以ヒ  

以上  乳  呈4臥旦≡担  

1，2歳  
未設置    3歳  

4歳以卜  

－
∽
一
－
 
 
 



改 正 後   改 正 前  

その保 の  民間施設給与等改善費加算額   
育所 す  （第2欄）  

所在 る  
地域  未設置（欠員・  

区分   定員区分   加算分   

円  
乳  児  

設 置    1，2歳児 3歳児  
45人  4歳以卜児  

まで  乳  児  

未設置   1，2歳 3歳  
4歳以ト  

乳  児  

46人  設 置   1，2歳 3歳  
から  4歳以ト  

60人  乳  児  
まで  1，2歳  

未設置    3歳  
4歳以卜   片   

乳  i旦LQ90  1旦1旦邑9  出上旦9  ⊥Lヱ班  
設 置   1，2歳   

61人  3歳  
から  4歳以卜   

90人  乳  土地  1腿  
まで  1．2歳  

未設置    3歳  
皇空也  4歳以卜  

地 境  乳  ⊥皇4．旦邑9  

1，2歳  
91人  設 置    3歳  
から  4歳以卜  

120人  乳 」  
まで  1，2歳l  

未設置    3歳1  
4歳以卜l   

乳  上皇乙旦≡担  
設 置   1，2歳   

121人  3歳  
から  4歳以卜  

150人  乳  土旦腿  
まで  未設置   1，2歳   

3歳  
4歳以卜  

乳 1  

設 置   1，2歳l l  

151人  3歳 4歳以卜l   

以上  乳  土脱退  
未設置   1，2歳   

3歳  
4歳以卜  

ー
∽
0
0
－
 
 
 



改 正 後   改 正 前   

2 保育単価に加える加算額   2 保育単価に加える加算額   

その保育所の保育単価は、前項の定めにかかわらず、保育単価表による保   その保育所の保育単価は、前項の定めにかかわらず、保育単価表による保   
育単価に次の（1）から（10）までによる額を加算した額とすること。   育単価に次の（1）から（10）までによる額を加算した額とすること。   

（1）（略）  （1） 児童用採暖費加算  
すべての保育所について、児童用採暖費として次の表に掲げる額を加  

算すること。ただし、その支弁のできる期間は、10月分から翌年3月分ま  
でに限ること。   
次の表の「旧5級地から旧2級地」までの級地区分は、一般職の職員の  

給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第136号）の  
施行（平成16年10月28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律  
第1条に定める地域（以下「旧寒冷地」という。）とし、「その他の地域」  
は、旧5級地から旧2級地までの地域以外の地域とすること。  

児童用採暖費加算額表  

旧 5 級 地   1，130円   
旧 4 級 地   

旧 3 級 地   

級地区分  加 算 額              960円       590円  旧 2 級 地  380円  その他の地域  190円   

（2） 寒冷地加算  

寒冷地手当の支給地域に所在する保育所については、次の表に掲げ  
る額を加算すること。  
次の表の「支給地域の区分」は、国家公務員の寒冷地手当に関する法  

律上二股磯辺職員塑給与に鼠宣る法建笠の二豊臣を改重±る法建1宰成  

上6年法建簑旦遊里1によ皇改正1／第1条第1号及び第2号に定める地域  
轟（以王上敷塞盆地1と立ユ皇J剋量か」」且塞盆地塑皇ち剋塞盆地を除く地域  

とすること。   

（2）（略）  

寒冷地手当の支給地域に所在する保育所については、次の表に掲げ  
る額を加算すること。  
次の表の「支給地域の区分」は、国家公務員の寒冷地手当に関する法  

律l盟重臣出生法建農呈！適量1第1条第1号及び第2号に定める地域と±  
る山  



改 正 後  改 正 前   

寒 冷 地 加 算 額 表  寒 冷 地 加 算 額 表   

（1）新寒冷地に所在する施設の場合  （1）新寒冷地に所在する施設の場合  

その保育所の長  その保育所のその月初日の定員区分  その保育所の長  その保育所のその月初目の定員区分  

支  給   がその月初日に  その月初日  46人  61人  91人  121人   支  給   がその月初日に  その月初日  46人  61人  91人  121人   

45人          151人  45人          151人  
区  分  未設置（欠員・  区  分  未設置（欠員・  

無給）の区分   まで   無給）の区分   まで   

円  円  

乳  児   2，490   乳  児   2，490   

1，2歳児  1．480  1，410  1．210  1，160  1，130  1．110  1，2歳児  1，480  1，410  1，210  1，160  1．130  1，110  
設 置  設 置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   

逝去級地  
4歳以上児   

ユ塵兇  
乳  児  2，360  2，320  2，150  2．120  2．100  2，090  乳  児  2，360  2，320  2，150  2，120  2．100  2．090  

1，2歳児  1，350  1，310  1．140  l，110  1，090  1，080  1，2歳児  1．350  1，310  1，140  1，110  1，090  1，080  
未設置  未設置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  2，230  2，170  1，990  1，940  1，920  1，900  乳  児  2，230  2，170  1，990  1，94（】  1，920  1，900  

1，2歳児  1，320  1，260  1，080  1，030  1，010  990  設 置  1．2歳児  1，320  1，260  1，080  1．030  l，010  990  
設 置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   

羞呈級地  
4歳以上児   

呈級地  
乳  児  Z，110  2，080  1，930  1，900  1，880  1，870  乳  児  2，110  2，080  1，930  1，900  1，880  1，870  

1，2歳児  1，200  1，170  1，020  990  970  960  1，2歳児  1，200  1，170  1，020  990  970  960  
未設置  未設置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  2，190  2，130  1，950  1，910  1，880  1，860  乳  児  2，190  2，130  1，950  1，910  1，880  1，860  

1，2歳児  1，300  1，240  1，060  1，020  990  970  1，2歳児  1，300  1，240  1，060  1，020  990  970  
設 置  設 置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

星組  新封汲地  
乳  児  2，070  2，040  1，890  1，860  1，850  1，830  乳  児  2，070  2，040  1，890  1，860  1，850  1，830  

1，2歳児  1，180  1，150  1，000  970  960  940  1，2歳児  1，180  1，150  1，000  970  960  940  
未設置  未設置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  1，740  1，690  1．550  1，510  1，490  1，480  乳  児  1，740  1，690  1，550  1，510  1，490  1，480  

1，2歳児  1，030  980  840  800  780  770  1，2歳児  1，030  980  840  800  780  770  
設 置  設 置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   

宜旦級地  
4歳以上児   

4級地  
乳  児  1，640  1，620  1，500  1，480  1，460  1，450  乳  児  1．640  1，620  1，500  l，480  l．460  1，450  

1，2歳児  930  910  790  770  750  740  1，2歳児  g30  910  790  770  750  740  
未設置  未設置  

3歳児  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

－
阜
○
－
 
 
 



改 正 後   改 正 前   

（2）削除   （2）旧寒冷地に所在する施設の場合  

その保育所の長  そあ保育所のその月初日の定員区分  
支給  46人  

地域の  

区分  
無給）の区分   まで   

円  円  円  円  円  円  
乳  児                 810  780  720  700  690  680  

設 置  1．2歳児  480  450  390  370  360  350  

3 歳 児  220  190  130  110  100  90  
旧5級地  

4歳以上児  

乳  児  760  750  700  680  680  670  
1，2歳児  430  420  370  350  350  340  

未設置  

3 歳 児  170  160  110  90  90  80  
4歳以上児   

乳  児  10  10  10  10  10  10  
1，2歳児  10  10  10  10  10  10  

設 置  

3 歳 児  10  10  10  10  10  10  
4歳以上児  

旧4級地  
乳  児  10  10  10  10  10  10  
1，2歳児  10  10  10  10  10  10  

未設置  

3 歳 児  10  10  10  10  10  10  
4歳以上児   

－
阜
一
－
 
 
 



改 正 前  

（3）（略）  （3）単身赴任手当加算  

別に定めるところにより、単身赴任手当加算費を必要とするものと認   
定された場合の保育単価を加算すること。  

（4）事務用採暖費の加算  

北海道に所在する保育所については、事務用採暖費として120円を   
加算すること。  

（5）除雪費加算  

豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規   
定に基づく地域に所在する保育所については、保育所の建物、工作   
物等の除雪及び雪囲いを行うに要する費用として除雪費5，650円を2   
月分の保育単価に加算すること。  

（6）降灰除去費加算  
活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）の規定に基づく   

降灰防除地域に所在する保育所については、火山の爆発による保育   
所の建物、工作物、敷地等の降灰除去を行うために要する費用として   
1施設当たり降灰除去費土星9⊥鎚迫且を2月分の保育単価に加算するこ   
と。  

（7）入所児童（者）処遇特別加算費の加算  

別に定めるところにより、入所児童（者）処遇特別加算費を必要とする   
ものと認定された場合の認定額を加算すること。  

（8）施設機能強化推進費の加算  

別に定めるところにより、施設機能強化推進費を必要とするものと認   
定された場合の認定額を加算すること。  

（9）保育所事務職貞雇上費の加算  
別に定めるところにより、事務職貞雇上費を必要とするものと認定さ   

れた場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   

（4）（略）  

（5）（略）  

（6）降灰除去費加算  

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）の規定に基づく   
降灰防除地域に所在する保育所については、火山の爆発による保育   
所の建物、工作物、敷地等の降灰除去を行うために要する費用として   
1施設当たり降灰除去費1m且を2月分の保育単価に加算するこ   
と。  

（7）（略）  

（8）（略）  

（9）（略）  



改 正 後   改 正 前   

事務職員雇上費加算単価表   事務職員雇上費加算単価表  

民間施設給与等改善費加算額（第2欄）  民間施設給与等改善費加算額（第2欄）  
基本分  基本分   

区分   区分   

H 円  H  n   円  円  円  円  

ニニ旦亘△   ⊥題迫  遇  i！過   重迫   迎  ～  皇室A  

46人～60人  760   90   70   60   30  空虚上皇生旦且羞王  立迫  飽  週  坐  塑   

61人～ 90人  510  60  50  40  20   平成19年10 むら  ⊥鎚迫  遇  避退  皇迫  迎   

91人～120人  380  40  30  30  10   46人一－  60人  760  90  70  60  30   

121人～ 150人  300  30  30  20  10   61人〈－  90人  510  60  50  40  20   

151人～  250 30 20 20 10  91人～ 120人  380  40  30  30  10  

121人～ 150人  300  30  30  20  10  

151人～  250  30  20  20  10  

（10）主任保育士の専任加算  （10）主任保育土の専任加算   

別に定めるところにより、主任保育士の専任加算費を必要とするものと   別に定めるところにより、主任保育士の専任加算費を必要とするものと認   

認定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   

主任保育士の専任加算単価表   主任保育士の専任加算単価表   

民間施設給与等改善費加算額（第2欄）   民間施設給与等改善費加算額（第2欄）   
基本分   基本分   

区分   ・   区分   ・  ・   

円  円  円  円   円  円  円  円   

～  45人  過  鎚担  圧迫  皇皇Q  ㌫迫   ～  45人  立旦辿  650  540  430  210   

46人～  60人  生蓑迫  490  410  旦呈旦  160   46人～  60人  もユ！迫  490  410  320  160   

61人～  90人  乙迦  旦呈9  270  ㌫迫  ⊥迫   61人～  90人  呈⊥ヱ呈旦  320  270  210  100   

91人～ 120人  呈⊥鎚迫  240  200  160  80   91人～ 120人  乙鎚迫  240  200  160  80   

121人～ 150人  ム堕旦  190  160  130  60   121人～ 150人  ⊥旦皇8  190  160  130  60   

151人～  ⊥ヱ迫  160  130  上土旦  50   151人～  ⊥送迎  160  130  100  50   

3（略）   3 保育単価の特例  
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、保育所の運営につ  

いて、特別の事由があるため1及び2による保育単価によることが適当でないと  
認められるときは、厚生労働大臣の承認を得て別に定める保育単価によること  

ができること。   

－
♪
∽
－
 
 
 



改 正 前  

4（略）  4 支弁額の算式及び支弁義務  

市町村は、法第51条第4号の規定により各月その保育所に対し、次の算式   
によって算定した額の合計額をその月の支弁額として支弁しなければならな   
いこと。  

ただし、私立認定保育所については、次の算式によって計算した額の合計   

額から就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第   
51条第4号に規定する保育料額を控除した額をその月の支弁額としてし支弁   
しなければならないこと。  
なお、算定に用いる入所児童の数は、別に定める場合を除き、その保育所   

の定員をこえないものとすること。  

算式1（各月初日の入所児童の場合）  

乳児保育単価  ×その月初日の乳児入所児童数  

1～2歳児保育単価 ×その月初日の1～2歳児入所児童数  
3歳児保育単価  ×その月初目の3歳児入所児童数  

4歳以上児保育単価 ×その月初日の4歳以上児入所児童数  
算式2（月途中入所児童の場合）  

乳児保育単価  ×その月の月途中入所日からの開所日数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

1～2歳児保育単価 ×その月の月途中入所目からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

3歳児保育単価  ×その月の月途中入所日からの開所日数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

4歳以上児保育単価 ×その月の月途中入所日からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

算式3（月途中退所児童の場合）  

乳児保育単価  ×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

1～2歳児保育単価 ×その月の月途中退所目の前目までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

3歳児保育単価  ×その月の月途中退所目の前日までの開所目数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

4歳以上児保育単価 ×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。   

算式1（略）  

算式2（略）  

算式3（略）  



改 正 後   改 正 前   

第4徴収金（保育料）基準額   第4徴収金（保育料）基準額   

1（略）  1基準額の算定方法  
その年度における徴収金（保育料）基準額は、その地方公共団体における  

各月初日の入所児童について、児童単位に、次の表の各月初日のその入所  
児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定める基準額  

■  と月途中入退所に係る入所児童の次により算定した額の年間の合算額とする  ■   

こと。  
算式1（月途中入所児童の場合）  

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区   
分によって定まる基準額×その月の月途中入所日からの開所日数（25日   
を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

算式2（月途中退所児童の場合）  

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区   
分によって定まる基準額×その月の月途中退所目の前日までの開所目数   
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。   

算式1（略）  

算式2（略）  



改 正 後  改 正 前   

保育所徴収金（保育料）基準額表  保育所徴収金（保育料）基準額表  

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  徴収金（保育料）基準額（月額）  各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  徴収金（保育料）基準額（月額）  

階層区分   定義  3歳未満児の場合  3歳以上児の場合  階層区分   定義  3歳未満児の場合  3歳以上児の場合  

生活保護法による被保護世帯（単給世帯  
の円滑な帰  

第1階層   を含む）及び中国残留邦人等 回の促進及び永伴帰国後の自立の支援  0円   0円  
生活保護法による被保護世帯（単  

第1階層   給世帯を含む）  
0円   0円  

に関する法律に上ろ‾安穏給付晋給世帯  

第1階層及び第 4～7  

9，000円   
第1階層及び第 4 

第2階層   第階層を  6，000円  第2階層   ～第7階層を  9，000円   6，000円  
除き、前年度分  除き、前年度分  
の市町村民税の  の市町村民税の  
額の区分が次の  

市町村民税課税  額の区分が次の 区に該当する  
区分に該当する  

世帯   
19，500円   16，500円  分  

世帯   
19，500円   16，500円  

世帯   世帯   

第4階層   40．000円未満   
27，000円  

第4階層   72．000円未満   
27，000円  

30，000円  
（保育単価限度）  

30，000円  
（保育単価限度）  

第1階層を除き、  
41，500円  

第1階層を除き、  
前年分の所得税  前年∠ゝの所碍税  

41，500円  

課税世帯であっ  
44，500円  

（保育単価限度）  
課税世帯であっ  

44，500円  
（保育単価限度）  

て、その所得税  て、その所得税  
の額の区分が次 の区分に該当す   

58，000円  
の額の区分が次  

第6階層  の区分に該当す   180．000円以上   58，000円  

る世帯   
413．000円未満  61，000円  

（保育単価限度）  る世帯   
459．000円東浦  61，000円  

（保育単価限度）  

第7階層  
80，000円  77，000円  

第7階層  
80，000円  77，000円  

413．000円以上   （保育単価限度）   （保育単価限度）  459、000円以上   （保育単価限度）   （保育単価限度）  

－
－
の
－
 
 
 



改 正 後  改 正 前  

備 考   

1 この表の第3階層における地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項   1 この表の第3階層における地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項  
第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3  第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3  
項の規定は適用しないものとする。  項の規定は適用しないものとする。  

】  n  ‖                      また、この表の第4階層～第7階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭    l   また、この表の第4階層～第7階層における「所得税の額」とは、、所得税法（昭   

和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）、或担税法等辺   
二昏艮を改正宣る等の法建1室成上β年法建纂ユ旦号1纂ユ4条による廃止前の経漬   

社会の変化等に対応し二塁急に講ずづき鹿追税及び法A税の負担軽減措置   
に閲士る法億（室成ユ上堅法連星墨豊1及び災害被害者に対する租税の減免、徴   
収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175号）の規定によって計算された所   
得税の額をいう。   
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  

（1）所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項  
（2）租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並逆に第41条の19の  

2第1項  

（3）租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第  
12条  

2 この表の「保育単価」とは、乳児、1～2歳児、3歳児及び4歳以上児の保育単価   
から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童（者）処遇   
特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した額をい   
う。  

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定され   
た場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金（保育料）   
基準額とする。  

（1）「母子世帯等」・‥母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第17条  
に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している  
ものの世帯。  

（2）「在宅障害児（者）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。  

①身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定める身体障害  
者手帳の交付を受けた者。  

②療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定める療  
育手帳の交付を受けた者。  

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  
第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を請けた者。  

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に  
定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和34年法律第  
141号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。  

（3）「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25年法律第  
144号）に定める要保護者等特に困窮していると市町村  
の長が認めた世帯。   

和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害被害者  
に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175号）の規  
定によって計算された所得税の額をいう。  
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  

（1）（略）  

（2）租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2、第41条の19の2第1  
項並びに第41条幽項  

（3）（略）   

2 （略）  

3 （略）  

（1）（略）  

（2）（略）   

（D（略）  

②（略）  

③（略）  

（彰（略）  

（3）（略）  



改 正 後  改 正 前  

階層区分3合  
第2階層 0円 o円  

第3階層 18，500円 15，500円  

4 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児  4第2階層から第7階層までの世帯であって、同⊥世帯から2人以上の児童が保  
童が保育所、幼稚園、認定こども園⊥蛙剋支援葦校助産部⊥知助瞳害児通風施  育所、幼稚園又は認定こども園に入所している場合において、次表の第1欄に  
設⊥鹿渡幼児通園施設、■巌座杢且虐児施設通風鮎⊥壇鑑瞳室児短期治療施設  掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその  

通読部に入所又膣児童宣イ丑ニビ込を利盟している場合において、次表の第1  児童の徴収金（保育料）の額とする。  

欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額を  ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の  
その児童の徴収金（保育料）の額とする。  第2欄については、3に掲げる徴収金（保育料）基準額により計算して得た額とす  

ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の  る。  
第2欄については、3に掲げる徴収金（保育料）基準額により計算して得た額とす  

る。  

第1柵   第2欄  第1欄   第2欄  

ア 保育所、幼稚園、認定こども園」亜j弧支援豊徴収金（保育  ア 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所して徴収金（保育  
放免珪塵 知的憧害児通  設⊥立並勉盟通料）基準額表  いる児童のうち、年長者（該当する児童が2人以料）基準額表  
風塵設⊥腹座杢且旧三几、並⊥塩鑑度量に定める額  上の場合は、そのうち1人とする。） に定める額  
児短遡造度盛設通鹿部に入所又蛙児童三∠  
丑ニビ昼を剋足している武豊並児童のうち、年  
長者（該当する児童が2人以上の場合は、そのう  
ち1人とする。）  

イ保育所、幼稚園、認定こども園⊥並足1支援豊徴収金（保育  イ保育所、幼稚園又は認定こども園に入所して徴収金（保育  
拉J      l   三几⊥藍遮勉児通料）基準額表  いるア以外の児童のうち、年長者（該当する児料）基準額表  

ラ几、自由児設通凰並」塩鐘度量×0．5  童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。）×0，5  
盟塵盟過度施設通藍麗に入所又は児童三∠  

ービスlしているア以外の武豊孟児童の  
うち、年長者（該当する児童が2人以上の場合  
は、そのうち1人とする。）  

ウ保育所、幼稚園、認定こども園⊥発足1支援豊徴収金（保育  ウ保育所、幼稚園又は認定こども園に入所して徴収金（保育  
投也拉並⊥勉励塵呈見通凰施設⊥生地見通料）基準額表  いる上記以外の児童  料）基準額表  

訊 旧三几、盟臥債鬼度量×0．1  ×0．1  

児短見造盈施設通改剋に入所且蛙児童三∠  
サービスを利用している上記以外の武豊菰児童  

（う生）10円未満の端数は切り捨てる。  （注）10円未満の端数は切り捨てる。  

2（略）  2徴収金（保育料）基準額の特例  
その市町村の全地域又は相当地域にわたる災害等の特別な理由により1による基準  

額により＃いときは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の申請に基  

づいて厚生労働大臣の定めるところによることができること。   

I
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（資料8）  

（案）  

雇児発第  ※  号  

平成※年※ 月 ※ 目  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  

中 核 市 市長  

厚生労働省   

雇用均等・児童家庭局長  

『「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」  

通知の施行について』の一部改正について   

標記の昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5厚生省児童家庭局長通知  

の一部を次のとおり改正し、平成20年4月分の運営費の支弁、徴収及び負担か  

ら適用することとしたので通知する。  

記  

1．第1の1の本文中、「地域差を19区分」を「地域差を11区分」に改める。  

－49－   



（資料9）  

（案）  

雇児発第  ※  号  

平成※年※月 ※ 目   

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

平成20年度小規模保育所に係る保育単価について   

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付  

厚生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第3の  

3により、小規模保育所（平成12年3月30日児発第296号厚生省児童家庭  

局長通知「／ト規模保育所の設置認可等について」により承認され、同通知の第1  

の2のただし書の適用を受けたもの）に適用される保育単価を別紙のとおり定め、  

平成20年度分について適用することとしたので通知する。   

なお、保育単価に含まれている管理費は別紙（参考）のとおりである。  
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別 紙  

小規模保育所適用保育単価表  

その保育  その保育所  民間施設給与等改善費   
所のその  がその月初日に  加算額（第2欄）  

の所在する  
定員区分  未設置（欠員・  12．0％  10．0％   8．0％   4．0％  

地域区分   加算分  加算分   
円  円  円  円  円  

乳  児     223，090    25，620    21，340    17，080    8，530  
設  置                                1，2歳児   152，320  17，130  1も270  11，410   5，700  

3 歳 児   99，700  11，180  9，310  7，450   3，720  

16／100  4歳以上児   92，630  10，340  8，610   6，890   3，440  
乳  児   197，740  22，570  18，810  15，050   7，520  

地域  未設置                        日 」  
日 」  5，420  2，710  
已   

乳   】∃ 」  

設  置      「】 」  5，570  
日 」  7，280  3，630  

13／100  巳   6，730   3，360  
乳   巳  

地域  未設置     日 し  
巳  5，310  2，650  
fヨ し   

乳   日 し  

設  置      日 し  5，530  
lヨ し  3，610  

12／100  巳   3，340  
乳   日 し  192，090  21，900  18，250  14，590   7，290  

地域  未設置                        123，510  13，670  11，390  9，100  4，550  
3 歳 児   72，410  7，910  6，590  5，260  2，630  
4歳以上児   65，560  7，090  5，910  4，720  2，360  
乳  児   213，310  24，440  20，360  16，290  8，140  

設  置                      1，2歳児   145，820  16，340  13，610  10，890  5，440  
3 歳 児   95，490  10，670  8，890   7，110   3，550  

20人  10／100  4歳以上児   88，750  9，870  8，220   6，580   3，290  
乳  児   189，270  21，550  17，960  14，360   7，170  

地域  未設置                      1，2歳児   121，780  13，450  11，210   8，960  4，470  
3 歳 児   71，450  7，780  6，490   5，180  2，580  
4歳以上  日 し  64，710  6，980  5，820  4，650  2，320  
乳   F］ し  

設  置      巳  
日 L」  7，060   3，520  

9／100  日 し   6，530  3，260  
乳   日 L」  187，860  21，390  17，830  14，260   7，130  

地域  未設置                        120，920  13，350  11，130  8，900  4，450  
3 歳 児   70，970  7，730  6，440   5，150  2，570  
4歳以上児   64，280  6，930  5，780  4，620  2．310  
乳   日 し  

設  置      日 し  5，350  
f］ し  7，000  3，490  

8／100  巳   6，470   3，230  
乳   巳  7，070  

地域  未設置     日 し  8，830  4，410  
巳  5，120  2，550  
日 し   

乳  児   208，430  23，860  19，880  15，900  7，950  
設  置                      1，2歳児   142，570  15，960  13，290  10，630   5，310  

3 歳 児   93，390  10，430  8，680   6，940   3，470  
7／100  4歳以上児   86，810  9，640  8，030   6，420   3，210  

乳  児   185，040  21，050  17，540  14，030   7，010  
地域  未設置                      1，2歳児   119，180  13，150  10，950   8，760   4，370  

3 歳 児   70，000  7，620  6，340   5，070  2，530  
4歳以上児   63，420  6，830  5，690  4，550  2，270   
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その保育  その保育所  その保育所の長  その月初日   基本分   民間施設給与等改善費   
所のその  がその月初日に  加算額（第2欄）  
月初日の  
定員区分   未設置（欠員・   12．0％  10．0％   8．0％  4．0％  

地域区分  加算分  加算分   加算分   
円  円  円  円  円  

乳  児     206，800    23，660    19，720    15，770    7，880  
設  置                                  巳  

【∃ L」  

6／100  已   7．970  6，370  3．180  
乳   巳  183，620  20，880  17，400  13，920  6，960  

地域  未設置                   1，2歳児   118，320  13，040  10，870  8，690  4，340  
3 歳 児   69，520  7，560  6，300  5，040  2，520  
4歳以上  l∃ し  62．990  6．780   5．650  4，520  2．260  
乳   巳  

設  置     l∃ し  
巳  

4／100  
lヨ L」   7∴840  6，270  3．130  

乳   巳  
地域  未設置     巳  

巳  

20人  巳   
乳   巳  

設   置     巳  
已  

3／100  巳   7．770  6，220  3．110  
乳   琶  

地域  未設置     巳  
巳  

巳   5，520  4，410  2．200  
乳   巳  

設  置     巳  
巳  

その他  巳   7．580  6．060  3．030  
乳  児   175，160  19，860  16，550  13，240  6，610  

地域  未設置                      1，2歳児   113，120  12，420  10，350  8，280  4，130  
3 歳 児   66，620  7，210  6，010  4，800  2，390  
4歳以上児   60，420  6．470   5，390  4．310  2，150   
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乳   日 し  191，180  21，780  18，150  14，520  7，250  
設  置                    1，2歳児   123，690  13，680  11，400  9，120  4，550  

21人   73，360  8，010  6，680  5，340  2，660  
10／100  4歳以上  日 し  66，620   7，210  6，010  4，810  2，400  

30人  乳   日 L」  

地域  未設置      已  7，840  3，910  
日 LJ  6，090  5，080  4，060  2，020  
【ヨ し   1，760  

乳   管  

設  置     日 L」  
日 t」  5，300  2，640  

9／100  巳   7，160  5，960  4，770  2，380  
乳   巳  

地域  未設置     lヨ L」  7，780   3，890  
臼 」  6，050  5，030  4，030  2，010  
【ヨ L」   5，250  4，370   3，500   1，750  

乳   日 し  188，270  21，440  17，870  14，290   7，140  
設  置                        121，870  13，470  11，230  8，970  4，480  

3 歳 児   72，310  7，890  6，580   5，260  2，620  
8／100  4歳以上  巳  65，670   7，100  5，920  4，730  2，360  

乳   已  
地域  未設置     日 し  7，710   3，850  

已  6，000  5，000  4，000   1，990  
已   3，470   1，730  

乳   巳  186，820  21，260  17，720  14，170  7，080  
設  置                       120，960  13，360  11，130  8，900  4，440  

3 歳 児   71，780   7，830  6，520   5，210  2，600  
7／100  4歳以上  日 し  65，200   7，040  5，870  4，690  2，340  

乳   日 し  

地域  未設置      日 し   7，660   3，820  
56，180   5，960  4，960   3，970   1，980  

4歳以上  日 し  49，600   5，170  4，310   3，450   1，720   
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その保育  その保育所  民間施設給与等改善費   
所のその  がその月初日に  加算額（第2欄）  

の所在する  
定員区分  未設置（欠員・  12．0％  10．0％   8．0％  4．0％  

地域区分   加算分  加算分   
円  円  円  円  円  

乳  児     185，360    21，090    17，570    14，060    7，030  
設  置                                1，2歳児   120，060  13，250  11，040  8，830  4，410  

3 歳 児   71，260  7，770  6，470  5，180  2，590  
6／100  4歳以上児   64．730  6，990  5，820  4，660  2．330  

乳  児   169，900  19，230  16，030  1乙820  6，410  
地域  未設置                      1，2歳児   104，600  11，390  9，500  7，590  3，790  

3 歳 児   55，800  5，910  4，930   3，940   1，970  
4歳以上  l∃ し  49，270  5，130  4、280  3．420   1．710  
乳   日 し  

設  置      巳  

巳   5，090  2，540  
4／IOO  4歳以上   63．780  6．870  5，730  4．580  2，290  

乳   已  

地域  未設置     巳  
21人  巳   

から  4歳以上   48．620  5．050  4．210  3．370  1．680  
30人  乳   【ヨ し  

まで  設   置      l∃ し  

巳  
3／100  巳   

乳   l∃ し  

地域  未設置      日 し  
l∃ L」  1，920  
已   1，670  

乳   日 し  176，620  20，040  16，700  13，360  6，670  
設、 置                    1，2歳児   114，580  12，600  10，500  8，400  4，190  

68，080  7，390  6，160  4，920  2，450  
その他  4歳以上  巳  61．880  6．650  5．540  4．430  2．210  

乳   l∃ LJ  

地域  未設置      巳  
已  3，750   1，870  
巳   3．260   1．630   
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別  紙（参 考）  

′ト規模保育所適用保育単価に含まれている管理費  

その保育所の  その保育所の長がその月  その月初日   
管理費  その月初日の  初日において設置又は末  の入所児童   

定 員 区 分  設置（欠員・無給）の区分  の年齢区分   

円  
乳  児    14，639  

置  1，2歳児   9，497  
3 歳 児   5，897  

20人   4歳以上児   5．383  

未 設  
乳  児  14，347  

置  1，2歳児   9，205  
3 歳 児   5，605  
4歳以上児   5．091   
乳  児  13，249  

置  1，2歳児   8，107  
21人から  3 歳 児   4，507  

4歳以上児   3，993  
30人まで   乳  児  13，053  

未 設 置  1，2歳児   7，911  
3 歳 児   4，311  
4歳以上児   3，797   
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